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子どもを始めとする 

歩行者が安全に通行できる 

道路交通環境の確保と 

正しい横断方法の実践 

歩行者優先意識の徹底と 

ながら運転等の根絶や 

シートベルト・チャイルドシートの

適切な使用の促進 

自転車・ 

特定小型原動機付自転車 

利用時のヘルメット着用と 

交通ルールの遵守の徹底 

横断歩道利用者 

ファースト運動の推進 

（滋賀県重点） 

 

 

 

 

▼今年１月から２月末までに、交通死亡事故が４件発生しています▼ 

 

三方よし運転  ＋ 
(プラス) ベルト で安全運転を心がけましょう。 

▼４件中３件が高齢者の交通死亡事故です▼ 

体調がすぐれない時は、運転を控える 

 天候の悪い日や、夜間・通勤通学時間帯の運転は控える 

 運転する場所は近距離にして、遠距離の運転は控える 

 

ご家族やお友達にも是非

事故防止のコツを教えて

あげてください♪ 

みんなで交通安全の輪を

広げましょう。 

安全確認を徹底できていますか？ 

シートベルトも必ず着用！ 

◆ 交差点は事故の多い場所です。 

◆ 見通しのよい交差点でも、「相手が見ていてくれるだろう」と

過信せずに、左右の安全確認をしてから通りましょう。 

◆ 自動車に乗られる方は、優先道路でも事故を起こさない、防衛

運転を心がけましょう。 



パソコンを操作中、警告音とともに「ウイルス感染」と画面に表示され、表示

された連絡先に電話をすると、修理費用を電子マネーで要求されます。 

電子マネーの ID 番号を伝えることでお金を騙し取られ、その後も「番号が違

う」などと理由を付けて何度も購入させられます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

・道路を横断するときは、 

横断歩道を利用し、信号機のあるところでは信号に従って横断しましょう。 

・信号無視による横断、斜め横断、横断禁止場所での横断は危険です。 

歩行者の皆さんへのポイント 

令和７年度 交通安全スローガン 

・夕暮れ時や夜間に外出する時は、 

反射材用品の活用や明るい色の服を着用しましょう。 

自転車・特定小型原動機付自転車に乗る方へのポイント 

１． 絶対に表示されている連絡先に電話することはやめましょう。 

２． 画面を閉じ、電源を切りましょう。 

３． 購入店やメーカーの窓口、家族や警察に相談しましょう！ 

 

自転車乗用中に交通事故に遭われた方の多くの方が頭部を負傷しています。 

自転車に乗る時は乗車用ヘルメットを着用して頭部を守りましょう！ 

令和７年度 交通安全スローガン 

自動車に乗る方へのポイント 

令和７年度 交通安全スローガン 

ドライバーは「横断歩道は歩行者優先」を念頭に、 

歩行者は「私、渡ります」の意思表示と左右の確認を心がけましょう。 

 

シートベルト、チャイルドシートは確実に着用しましょう。車のドライバーは、同乗者の命

を預かっている意識を持ち、出発前にシートベルト等の着用を呼びかけましょう。 

ありがとう！ どうぞ！ 

靴に反射材のシールを貼ったり、 

カバンに反射リストバンドを 

付けるのもいいですね 


